
公
益
社
団
法
人
名
古
屋
市
食

品
衛
生
協
会
の
令
和
五
年
度

定
時
社
員
総
会
が
六
月
二
十
日

（
火
）、
午
後
二
時
か
ら
名
古
屋

ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス
に
お
い
て
、

多
数
の
関
係
者
の
出
席
の
も
と

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

総
会
は
三
浦
副
会
長
の
開
会

の
辞
、
舟
橋
会
長
の
挨
拶
に
続

い
て
、
名
古
屋
市
長
河
村
た
か

し
様
、
顧
問
の
名
古
屋
市
会
議

員
藤
田
和
秀
様
、
愛
知
県
議
会

議
員
寺
西
睦
様
（
代
理
）
か
ら

ご
祝
辞
を
頂
き
、保
健
所
長（
健

康
福
祉
局
医
監
）
小
嶋
雅
代
様

は
じ
め
ご
来
賓
の
皆
様
が
ご
紹

介
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
定
款
の
定
め
に
よ

り
舟
橋
会
長
が
議
長
と
な
り
議

事
の
審
議
に
入
り
ま
し
た
。
提

出
議
案
は
、
第
1
号
議
案
「
令

和
四
年
度
事
業
報
告
」、
第
2

号
議
案
「
令
和
四
年
度
計
算

書
類
（
正
味
財
産
増
減
計
算

書
、
正
味
財
産
増
減
計
算
書
内

訳
表
、
貸
借
対
照
表
、
財
産
目

録
及
び
付
属
明
細
書
）の
承
認
」

及
び
第
3
号
議
案
「
役
員
の
報

酬
並
び
に
費
用
に
関
す
る
規
定

の
改
正
及
び
総
額
」
の
三
議
案

で
、
い
ず
れ
の
議
案
も
満
場
一

致
で
原
案
通
り
承
認
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
報
告
事
項
は
、
二

つ
あ
り
、
一
つ
は
「
令
和
五
年

度
事
業
計
画
」
に
つ
い
て
、
も

う
ひ
と
つ
は
「
令
和
五
年
度
収

支
予
算
」
に
つ
い
て
で
し
た
。

第
1
号
議
案
「
令
和
四
年
度

事
業
報
告
」
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

1　

食
品
衛
生
思
想
の
普
及
啓

発
事
業

(

1
）
食
品
衛
生
月
間
に
、

各
区
食
品
衛
生
協
会
等
と
連
携

し
、
食
品
衛
生
パ
レ
ー
ド
、
消

費
者
懇
談
会
等
を
実
施
し
た
。

(

2
）「
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
食

中
毒
予
防
強
化
月
間
（
十
一
月

一
日
～
一
月
三
十
一
日
）
に
、

講
習
会
、
相
談
所
等
の
事
業
を

行
っ
た
。
ま
た
、
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
期
間
中
、
講
習
会
受
講
者
に

啓
発
資
材
（
標
語
入
り
ウ
エ
ッ

ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
）
を
配
り
周
知

し
た
。

(

3
）
名
古
屋
市
が
十
一
月

か
ら
二
月
に
実
施
し
た
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
に
協
賛
し
、
各
区
食
品

衛
生
協
会
と
保
健
セ
ン
タ
ー
が

連
携
し
て
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や

啓
発
グ
ッ
ズ
等
を
活
用
し
た
啓

発
活
動
を
行
っ
た
。

(

4
）
九
月
九
日
、
名
古
屋

市
公
館
に
お
い
て
、
消
費
者
代

表
（
市
地
域
女
性
団
体
連
絡
協

議
会
）、
行
政
（
市
保
健
所
・

保
健
セ
ン
タ
ー
等
）
と
事
業
者

代
表
（
当
協
会
）
に
よ
る
懇
談

会
を
名
古
屋
市
と
共
催
し
た
。

(

5
）
食
品
衛
生
大
会
・
表

彰
式
は
、
十
一
月
一
日
、
名
古

屋
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス
で
開
催
し

た
。

2　

食
品
衛
生
責
任
者
養
成
事

業
名
古
屋
市
食
品
衛
生
責
任
者

取
扱
要
綱
に
基
づ
き
、
名
古
屋

市
の
委
託
に
よ
り
集
合
型
、
ｅ

ラ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
る
食
品
衛
生

責
任
者
講
習
会
を
開
催
し
た
。

・
集
合
型
の
受
講
者
数　

5
2
1
7
名

・
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
受
講
者
数

2
2
9
1
名

3　

食
品
衛
生
指
導
員
に
よ
る

自
主
衛
生
管
理
の
指
導
・
助
言

事
業

(

1
）
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
拡
大
防
止
に
配
慮
し
、

日
本
食
品
衛
生
協
会
の
重
点
指

導
目
標
「
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の
考
え

方
を
取
り
入
れ
た
衛
生
管
理
の

定
着
と
振
り
返
り
」と
し
、リ
ー

フ
レ
ッ
ト
、
簡
易
検
査
等
を
活

用
し
た
巡
回
指
導
を
行
っ
た
。

(

2
）
食
品
衛
生
指
導
員
全

国
大
会
（
十
月
十
八
日
ニ
ッ

シ
ョ
ー
ホ
ー
ル
（
東
京
））、
東

海
北
陸
ブ
ロ
ッ
ク
食
品
衛
生
指

導
員
部
会
長
・
事
務
局
長
合
同

会
議
、
ブ
ロ
ッ
ク
大
会
（
六
月

九
日
、
十
日
：
豊
橋
ア
ソ
シ
ア

ホ
テ
ル
・
愛
知
県
）に
参
加
し
た
。

(

3
）
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
に
よ
る

衛
生
管
理
を
推
進
す
る
た
め
、

衛
生
管
理
簿
を
作
成
し
た
。

(

4
）
日
本
食
品
衛
生
協
会

の
「
食
の
安
心
・
安
全
・
五
つ

星
事
業
」
の
普
及
に
取
り
組
ん

だ
。(5

）
食
品
衛
生
指
導
員

令
和
令
和
五五
年
度
年
度　　

定
時
社
員
総
会
開
催

定
時
社
員
総
会
開
催

舟橋会長挨拶 河村市長祝辞
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1
1
5
名
を
再
委
嘱
し
た
。

(

6
）
食
品
衛
生
指
導
員
に

食
品
衛
生
手
帳
を
配
布
し
た
。

(
7
）
手
洗
い
チ
ェ
ッ
カ
ー
、

ル
ミ
テ
ス
タ
ー
等
の
貸
出
を

行
っ
た
。

4　

食
品
衛
生
の
向
上
に
関
す

る
顕
彰
事
業

(

1
）
十
一
月
一
日
名
古
屋

ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス
に
て
開
催
の

食
品
衛
生
表
彰
式
で
、
優
良
施

設
、
優
良
従
業
員
及
び
食
品
衛

生
功
労
者
の
表
彰
を
行
っ
た
。

名
古
屋
市
長
表
彰

七
施
設
、
二
一
名

�

名
古
屋
市
食
品
衛
生
協
会
会

長
表
彰

一
四
施
設
、
三
九
名

(

2
）
食
品
衛
生
全
国
大
会

（
十
月
十
七
、十
八
日
東
京
都
）

で
表
彰
を
受
け
た
。

厚
生
労
働
大
臣
表
彰

二
施
設
、　

三
名

�

日
本
食
品
衛
生
協
会
会
長
表

彰

六
施
設
、　

五
名

�

日
本
食
品
衛
生
協
会
理
事
長

表
彰

一
名

�

厚
生
労
働
省
医
薬
・
生
活
衛

生
局
長
表
彰

二
名

5　

食
品
衛
生
に
関
す
る
情
報

の
提
供
事
業

(

1
）
名
古
屋
市
の
発
令
し

た
食
中
毒
警
報
（
第
1
号
：
六

月
二
十
七
日
、
第
2
号
八
月
一

日
）
を
提
供
・
伝
達
し
た
。
ノ

ロ
ウ
イ
ル
ス
食
中
毒
注
意
報
・

警
報
は
発
令
さ
れ
な
か
っ
た
。

(

2
）「
名
古
屋
食
品
界
」

（
6
回
発
行
）、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
に
よ
る

食
品
衛
生
情
報
の
提
供
に
努
め

た
。

6　

食
品
衛
生
の
向
上
に
関
す

る
講
習
会
・
相
談
窓
口
等
の
事

業(

1
）「
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
講
習

会
」
を
名
古
屋
市
獣
医
師
会
館

で
開
催
し
た
。

　

十
一
月
二
十
九
日　

参
加
者

一
七
名

(

2
）「
食
の
安
全
・
安
心

自
主
管
理
講
習
会
」
を
名
古
屋

市
獣
医
師
会
館
で
開
催
し
た
。

二
月
二
十
七
日
の
参
加
者

六
一
名
、
二
月
二
十
八
日
の
参

加
者
五
四
名

(

3
）「
食
品
衛
生
相
談
窓

口
」
を
「
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
講
習
会
」

（
会
場
：
名
古
屋
市
獣
医
師
会

館
）
終
了
後
、
同
会
場
で
開
設

し
た
。

(

4
）
各
講
習
会
の
実
施
に

当
た
り
、
全
受
講
者
に
対
し
て

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
の

記
入
等
の
対
策
を
行
っ
た
（
令

和
五
年
一
月
か
ら
休
止
）。

そ
の
他
の
事
業

(

1
）
講
習
会
会
場
等
で
営

業
賠
償
共
済
の
チ
ラ
シ
を
配
布

す
る
な
ど
食
品
営
業
賠
償
共
済
、

「
あ
ん
し
ん
フ
ー
ド
君
」
等
へ

の
加
入
を
勧
奨
し
た
。

(

2
）
食
品
衛
生
責
任
者
用

設
置
プ
レ
ー
ト
を
販
売
し
た
。

(

3
）
支
部
・
区
協
会
の
維

持
・
運
営
の
支
援
、
啓
発
活
動
・

食
品
衛
生
指
導
員
活
動
等
事
業

の
活
性
化
等
へ
の
支
援
を
行
っ

た
。第

2
号
議
案　
「
令
和
四
年

度　

計
算
書
類
の
承
認
」

正
味
財
産
増
減
計
算
書
（
令

和
4
年
4
月
1
日
か
ら
同
5
年

3
月
31
日
ま
で
）
及
び
貸
借
対

照
表
（
令
和
5
年
3
月
31
日
現

在
）
の
と
お
り
で
す
。

第
3
号
議
案　
「
役
員
の
報

酬
並
び
に
費
用
に
関
す
る
規
程

の
改
正
及
び
総
額
」

役
員
の
報
酬
等
は
、
不
支
給

か
ら
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
し
、
役
員
が
理
事
会
や

重
要
な
会
議
に
出
席
し
た
と
き

は
、
役
員
謝
金
と
し
て
「
3
千

円
以
下
」
を
支
給
で
き
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。

正味財産増減計算書
令和₄年₄月₁日から令和₅年₃月31日まで

(単位：円)
科 目 当 年 度 前 年 度 増 減

Ⅰ　一般正味財産増減の部
　₁．経常増減の部

⑴　経常収益
受 取 会 費 3, 074, 000 3, 168, 000 △ 94, 000
事 業 収 益 27, 409, 410 26, 171, 025 1,238, 385
受 取 補 助 金 等 9, 973, 517 4, 747, 537 5, 225, 980
名 古 屋 市 委 託 金 18, 008, 380 11, 632, 639 6, 375, 741
受 取 寄 付 金 0 0 0
雑 収 入 68, 468 52, 332 16, 136
経常収益計 58, 533, 775 45, 771, 533 12, 762, 242

⑵　経常費用
管 理 費 3, 630, 698 1, 509, 909 2, 120, 789
事 業 費 48, 571, 434 38, 188, 160 10, 383, 274
経常費用計 52, 202, 132 39, 698, 069 12, 504, 063

当 期 経 常 増 減 額 6, 331, 643 6, 073, 464 258, 179
　₂．経常外増減の部

当 期 経 常 外 増 減 額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 6, 331, 643 6, 073, 464 258, 179
一般正味財産期首残高 27, 912, 530 21, 839, 066 6, 073, 464
一般正味財産期末残高 34, 244, 173 27, 912, 530 6, 331, 643

Ⅱ　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0

Ⅲ　正味財産期末残高 34, 244, 173 27, 912, 530 6, 331, 643

貸　借　対　照　表
令和₅年₃月31日現在

(単位：円)
科 目 当 年 度 前 年 度 増 減

Ⅰ　資産の部
　₁　流動資産
　　　　　現金預金 25, 059, 988 18, 157, 966 6, 902, 022
　　　　流動資産合計 25, 059, 988 18, 157, 966 6, 902, 022
　₂　固定資産
　　　　基本財産
　　　　　基本財産積立 5, 435, 706 5,435, 706 0
　　　　基本財産合計 5, 435, 706 5, 435, 706 0
　　　　特定資産
　　　　　退職給与積立 7, 318, 900 8, 238, 850 -919, 950
　　　　　大会準備積立 1, 320, 514 1, 320, 514 0
　　　　　調整準備積立 3, 046, 803 1, 446, 803 1, 600, 000
　　　　特定資産合計 11, 686, 217 11, 006, 167 680, 050
　　　その他固定資産
　　　　ソフトウェア 573, 662 0 573, 662
　　　　その他固定資産合計 573, 662 0 573, 662
　　　固定資産合計 17, 695, 585 16, 441, 873 1, 253, 712

資 　 産 　 合 　 計 42, 755, 573 34, 599, 839 8, 155, 734
Ⅱ　負債の部
　₁　流動負債
　　　　　未払金 1, 192, 50 0 1, 192, 500
　　　　　預り金 0 48, 459 -48, 459
　　　　流動負債合計 1, 192, 500 48, 459 1, 144, 041
　₂　固定負債
　　　　　退職給付引当金 7, 318, 900 6, 638, 850 680, 050
　　　　固定負債合計 7, 318, 900 6, 638, 850 680, 050
　　　　　　負債合計 8, 511, 400 6, 687, 309 1,824, 091
Ⅲ　正味財産の部
　₁　指定正味財産
　　　　指定正味財産合計 0 0 0
　₂　一般正味財産 34, 244, 173 27, 912, 530 6, 331, 643
　　　　(うち基本財産への充当額) 5, 435, 706 5, 435, 706 0
　　　　(うち特定資産への充当額) 4, 367, 317 2, 767, 317 1, 600, 000
　　　　　　　正味財産合計 34, 244, 173 27, 912, 530 6, 331, 643

負債及び正味財産合計 42, 755, 573 34, 599, 839 8, 155, 734
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₁　全国・名古屋市の食中毒発生状況

令和₄年の全国及び名古屋市の食中毒発生状況につ
いてお知らせします(グラフ及び表のとおり)。全国で
発生した食中毒の病因物質別事件数の上位はアニサキ
ス、カンピロバクター、ノロウイルスで、これらの食
中毒防止対策を進めていくことが特に重要です。

₂　カンピロバクター食中毒防止について

鶏肉は、タタキやしもふりなど、表面を焼いたり、湯引きしたりするだけでは、菌が生き残ってしまい
ます。鶏肉は中心部まで十分加熱することが重要です！
以下のポイントを参考に、生の鶏肉の取扱いには十分注意してください。

₃　アニサキス食中毒防止について
アニサキスは、体長₂～₃cmの糸状の寄生虫で、主にサバ、アジ、サンマ、カツオなどに寄生し、激し

い腹痛などの症状を引き起こすことがあります。アニサキスは、酢漬け、塩漬け、醤油やわさびなどでは
死にません。以下のポイントを参考に、アニサキス食中毒に注意してください。

名古屋市からのお知らせ名古屋市からのお知らせ
食中毒を防ぎましょう食中毒を防ぎましょう

令和₄年名古屋市食中毒発生状況

病因物質 件数 患者数

アニサキス 8 8

カンピロバクター 6 30

ノロウイルス 2 109

その他 2 28

計 18 175

566 59%

185 
19%

63 7%

22 2%

22 2%

34 4%

16 2%

15 2%

11 1%

8 1%

3 0%
2 0%

2 0%

1 0%

3 0%

9 1%

2,175 32%

1,467 21%
822 12%

698 10%

578 8%

231 3%

200 3%

151 2%

148 2%

91 1%

78 1%
48 1%

21 0%

1 0%

45 1%

102 1%

☑ 中心部まで十分に加熱

鶏肉は、中心部の色が変わるまで（中心温度75℃で₁分間以上）加熱しましょう。

☑ 手や調理器具の洗浄・消毒

生の鶏肉・内臓にふれた手や包丁は、十分洗浄・消毒しましょう。

☑ 新鮮な魚の使用

新鮮な魚を選び、速やかに内臓を取り除きましょう。

☑ 目視確認の徹底

魚の身は薄く切り、しっかり目で見てアニサキスを確実に除去しましょう。

☑ 冷凍又は加熱処理

－20℃24時間以上冷凍するか、60℃₁分か70℃以上瞬時で加熱しましょう。
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○経過措置期間について

令和 7年 3月 31 日までに製造、加工又は輸入されるもの（業務用食品は販売されるもの）は従前の表示
をすることができますが、健康被害防止の観点から、可能な限り速やかに表示ラベルの切替えを行いましょ
う。

｢くるみ｣ によるアレルギー症例数の増加等をふまえ、令和 5年 3月 9日に食品表示基準が改正され、ア
レルギー表示が義務付けられた品目（特定原材料）に「くるみ」が追加されました。
�
【特定原材料】�

₄　夏場の食中毒予防について
気温が高くなり細菌が増えやすくなる気象条件になると、細菌性の食中毒が起こりやすくなります。

例えば、黄色ブドウ球菌やウェルシュ菌などは、食材や調理後の食品の温度管理が不十分だと食品中で増
殖し、毒素を産生して食中毒を引き起こします。食材は保存方法を守って保管し、調理後の食品はすみや
かに提供しましょう。また、調理後に保存する場合は常温で放置せず冷蔵保存し、再加熱する際は、十分
に加熱しましょう。

エビ カニ くるみ 小麦 そば 卵 乳 落花生

私
た
ち
は
名
古
屋
市
食
品
衛

生
協
会
の
事
業
に
協
賛
し
て
い

ま
す

三
井
住
友
海
上
火
災
保
険(

株)

中
部
本
部

(

〇
五
二)

二
〇
三
︱
三
九
〇
六

(

株)

名
古
屋
衛
生
細
菌
技
術
セ
ン
タ
ー

(

〇
五
二)

七
三
一
︱
五
〇
一
二

新
日
本
法
規
出
版(

株)
(

〇
五
二)

二
一
一
︱
五
七
七
七

三
信
印
刷(

株)
(

〇
五
二)

五
八
二
︱
〇
六
四
六

サ
ラ
ヤ(

株)
(

〇
五
二)

三
二
二
︱
八
六
五
五

(

株)

向
文
堂

(

〇
五
二)

三
六
五
︱
五
二
六
六

(

株)

ア
ル
ボ
ー
ス
名
古
屋
支
店

(

〇
五
二)

五
三
三
︱
八
〇
〇
八

(

一
社)

愛
知
県
薬
剤
師
会

(

〇
五
二)

六
八
三
︱
一
一
三
一

((

公
益
社
団
法
人

公
益
社
団
法
人))

名
古
屋
市
食
品
衛
生
協
会

名
古
屋
市
食
品
衛
生
協
会

賛
助
会
員
の
皆
様

賛
助
会
員
の
皆
様

｢くるみ｣の食物アレルギー表示が｢くるみ｣の食物アレルギー表示が
義務化されました義務化されました
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一
般
財
団
法
人
愛
知
健
康
増

進
財
団
は
、
当
組
合
の
被
保
険

者
受
診
者
を
含
む
一
万
九
二
三

〇
人
の
総
受
診
者
に
つ
い
て
、

令
和
四
年
（
令
和
四
年
一
月
一

日
～
一
二
月
三
一
日
の
間
）
の

人
間
ド
ッ
ク
検
査
結
果
を
ま
と

め
発
表
し
ま
し
た
。

検
査
項
目
別
に
、
何
ら
か
の

異
常
が
み
つ
か
っ
た
方
々
の
割

合
（
有
所
見
率
）
の
状
況
を
み

て
み
ま
す
と
、

ま
ず
、
①
胆
の
う
、
肝
臓
、

腎
臓
な
ど
の
臓
器
を
調
べ
る

「
腹
部
超
音
波
検
査
」
は
、
二

十
九
年
七
六
・
三
％
、
三
十
年

は
七
六
・
四
％
、
令
和
元
年
は

七
六
・
八
％
、
翌
二
年
は
前
年

よ
り
〇
・
一
％
減
の
七
六
・
七
％

で
し
た
が
、三
年
は
七
七
・
〇
％

と
最
も
高
い
有
所
見
率
と
な
り

ま
し
た
。四
年
は
更
に
〇
・
三
％

増
え
、
七
七
・
三
％
と
な
り
ま

し
た
。

②
生
活
習
慣
病
の
元
凶
と
も

い
え
る
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
や
中

性
脂
肪
を
調
べ
る
「
血
液
脂
質

検
査
」
の
有
所
見
率
は
、
七

四
・
八
％
で
前
年
よ
り
〇
・

三
％
増
加
し
、
依
然
高
い
割
合

と
な
っ
て
い
ま
す
。
過
去
の
有

所
見
率
は
、
平
成
二
十
九
年
七

〇
・
七
％
、
同
三
十
年
七
〇
・

五
％
、令
和
元
年
は
七
四
・
五
％

と
四
％
も
増
加
し
、
翌
二
年
は

七
四
・
一
％
と
〇
・
四
％
減
少

し
、
三
年
は
七
四
・
五
％
と

〇
・
四
％
の
増
加
と
な
り
ま
し

た
。
四
年
は
七
四
・
八
％
と
更

に
〇·

三
％
増
と
な
り
ま
し
た
。

③
「
腎
機
能
検
査
」
の
有
所

見
率
は
、
一
〇
・
四
％
と
前
年

の
九
・
三
％
よ
り
一
・
一
％
増

加
し
ま
し
た
。
腎
臓
を
悪
く
し

ま
す
と
、
人
工
透
析
を
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
有
所
見
率
の
増
加
は

残
念
な
こ
と
で
す
。
食
生
活
の

改
善
、
適
度
な
運
動
を
す
る
な

ど
生
活
習
慣
を
見
直
し
、
そ
れ

を
実
行
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

④｢

肝
機
能
検
査｣

は
四
四
・

四
％
で
前
年
の
四
五
・
四
％
よ

り
有
所
見
率
が
一
・
〇
％
減
少

し
ま
し
た
。

⑤
「
糖
尿
病
検
査
」
で
は
六

三
・
八
％
で
前
年
の
六
二
・
三
％

よ
り
有
所
見
率
が
一
・
五
％
増

加
し
ま
し
た
。

⑥
婦
人
科
検
診
の
「
子
宮
検

査
」
の
有
所
見
率
は
、
二
十
九

年
二
八
・
八
％
、
三
十
年
二

五
・
九
％
、
令
和
元
年
二
五
・

五
％
と
連
続
の
ダ
ウ
ン
で
し
た

が
、
令
和
二
年
は
三
三·

六
％

と
八
・
一
％
の
高
い
伸
び
と
な

り
ま
し
た
。
令
和
三
年
は
三

三
・
五
％
と
前
年
よ
り
〇
・
一
％

減
少
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
四

年
は
三
四
・
六
％
と
一
・
一
％

増
と
な
り
ま
し
た
。「
乳
房
超

音
波
検
査
」
の
有
所
見
率
は
五

六
・
二
％
で
、
前
年
の
五
六
・

四
％
よ
り
〇
・
二
％
減
少
し
ま

し
た
。

　
健
診
の
一
番
の
目
的
は
、「
疾

病
の
発
症
予
防
と
早
期
発
見
」

で
す
。
糖
尿
病
や
高
血
圧
、
高

脂
血
症
な
ど
の
生
活
習
慣
病
は

か
な
り
進
行
し
な
い
と
自
覚
症

状
が
現
れ
ま
せ
ん
。
日
本
人
の

死
因
第
一
位
の
「
が
ん
」
は
そ

の
多
く
が
長
い
年
数
を
か
け
て

進
行
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
疾
病

は
、
定
期
的
に
健
診
を
受
け
る

こ
と
で
そ
の
兆
候
を
早
期
に
見

つ
け
対
処
す
る
こ
と
が
可
能
で

す
。

令
和
四
年

令
和
四
年

人
間
ド
ッ
ク
結
果

人
間
ド
ッ
ク
結
果

（％）

 ＊＊＊検査項目別有所見率（全体）＊＊＊

19.2

13.1

0.0

17.6

33.3

5.6

77.3

93.4

39.7

32.6

14.1
18.8

10.4

40.1

44.4

63.8
63.1

56.2

34.6

12.2

5.1
1.5

51.8

24.7

5.1 5.9

9.0
6.7

10.7

74.8

37.7

46.6

身

体

計

測

聴

力

検

査

胸
部
X
線
検
査

喀

痰

検

査

肺
機
能
検
査

便
潜
血
反
応
検
査

血

圧

測

定

心
電
図
検
査

眼

底

検

査

眼

圧

検

査

尿

酸

検

査

血
液
一
般
検
査

す
い
機
能
検
査

血
清
学
的
検
査

腫
瘍
マ
ー
カ
ー
検
査

ペ
プ
シ
ノ
ゲ
ン
検
査

骨
密
度
測
定

血
圧
脈
波
検
査

乳
房
Ｘ
線
検
査

Ｎ
Ｔ-

Ｐ
ｒ
ｏ
Ｂ
Ｎ
Ｐ
検
査

歯

科

検

診

Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査

診

察

腹
部
超
音
波
検
査

血
液
脂
質
検
査

腎
機
能
検
査

肝
機
能
検
査

糖
尿
病
検
査

乳
房
超
音
波
検
査

子

宮

検

診

胃
部
X
線
検
査

胃
内
視
鏡
検
査
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令
和
六
年
三
月
末
ま
で
に

令
和
六
年
三
月
末
ま
で
に

「
特
定
健
診

「
特
定
健
診｣｣

の
受
診
を

の
受
診
を

40
歳
か
ら
74
歳
の
方
は
、
特

定
健
康
診
査
等(
特
定
健
診
・

特
定
保
健
指
導)
を
、
令
和
六

年
三
月
末
ま
で
に
、
是
非
、
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。

●
特
定
健
診
を
受
け
て
い
た
だ

く
方➡

健
診
対
象
者
に
は
、
四
月

に
、
食
品
国
保
か
ら
受
診
券
を

お
送
り
い
た
し
ま
し
た
。

指
定
の
特
定
健
診
実
施
機
関

に
予
約
の
上
、「
特
定
健
康
診

査
受
診
券
」
と
「
保
険
証
（
被

保
険
者
証
）」
を
持
っ
て
、
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。

㊟
・
特
定
健
診
と
特
定
保
健
指

導
の
費
用
は
、
全
額
食
品
国
保

が
負
担
い
た
し
ま
す
。

●
特
定
健
診
を
受
け
な
く
て
よ

い
方➡

人
間
ド
ッ
ク
又
は
生
活
習

慣
病
健
診
を
受
診
さ
れ
た
方
・

受
診
予
定
の
方

人
間
ド
ッ
ク
又
は
生
活
習
慣

病
健
診
の
検
査
項
目
に
は
、
特

定
健
診
の
検
査
項
目
が
含
ま
れ

て
い
ま
す
。
人
間
ド
ッ
ク
又
は

生
活
習
慣
病
健
診
を
受
診
さ
れ

る
方
又
は
受
診
し
た
方
は
、
特

定
健
診
を
受
け
た
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
、
特
定
健
診
を
受
け

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
健
診
を
受
け
る
と
こ
ろ
（
健

診
実
施
機
関
）

次
の
①
又
は
②
の
医
療
機
関

の
中
か
ら
選
択
し
て
健
診
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

➡
①
【
別
表
】
「
個
別
契
約
医

療
機
関
名
簿
」
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
医
療
機
関

こ
の
「
名
簿
」
か
ら
、
健
診

を
受
け
る
医
療
機
関
を
選
ん
で
、

直
接
電
話
で
予
約
申
込
み
し
て

く
だ
さ
い
。

➡
②
食
品
国
保
が
契
約
し
て
い

る
最
寄
り
の
診
療
所
な
ど
医
療

機
関県

内
の
ほ
と
ん
ど
の
医
療
機

関
（
県
内
二
三
〇
〇
ほ
ど
の
医

療
機
関
）
と
契
約
し
て
い
ま
す
。

あ
な
た
が
健
診
を
受
け
よ
う
と

し
て
い
る
医
療
機
関
が
、
契
約

医
療
機
関
か
ど
う
か
、
ご
不
明

の
場
合
は
、
食
品
国
保
（
保
健

事
業
担
当
：
電
話
〇
五
二
（
二

六
一
）
七
六
六
一
）
に
お
問
い

合
せ
く
だ
さ
い
。

㊟
・
名
食
国
保
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
「
名
食
国
保
」
で
検
索
）
で

も
検
索
で
き
ま
す
。

●
人
間
ド
ッ
ク
（
組
合
負
担
は

１
万
６
千
円
）
と
生
活
習
慣

病
健
診
（
組
合
負
担
は
１
万
８

０
円
）
の
医
療
機
関
は
→
【
別

表
】｢

個
別
契
約
医
療
機
関
名

簿｣

の
「
健
診
種
別
」
欄
に

「
○
」
印
の
あ
る
医
療
機
関
で

実
施
し
て
い
ま
す
。

こ
の
「
名
簿
」
か
ら
、
健
診

を
受
け
る
医
療
機
関
を
選
ん
で
、

直
接
電
話
で
予
約
申
込
み
し
て

く
だ
さ
い
。
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〔別表〕
【個別契約医療機関名簿】

｢○」が実施している医療機関

医 療 機 関 名 所 在 地 電話番号
《健診種別》

特定健診 生活習慣病
(成人病)健診 人間ドック

東山内科
　　東山健康管理センター

名古屋市千種区
　　東山通5丁目103番地

(052)734–2200
順秀会予約専用

◦ ◦ ◦

星ヶ丘内科小児科
　　星ヶ丘予防接種センター

名古屋市千種区井上町113番地
　　星ヶ丘中央ビル3階

(052)734–2200
順秀会予約専用

◦

メディカルパーク今池
名古屋市千種区今池1－8－8
　　今池ガスビル2階

(052)734–2200
順秀会予約専用

◦ ◦ ◦

名古屋市医師会
　　　　健診センター

名古屋市東区葵1－18－14 (０５２)９３７–８４２５ ◦ ◦ ◦

愛知健康増進財団 名古屋市北区清水1－18－4 (０５２)９５１–３９１９ ◦ ◦ ◦

名駅前診療所
　　　　保健医療センター

名古屋市中村区名駅南２－14－19
　　住友生命名古屋ビル2階

(０５２)５８１–８４０６ ◦ ◦

名古屋公衆医学研究所
　　　　集団検診センター

名古屋市中村区長筬町4－23 (０５２)４１２–３１１１ ◦ ◦ ◦

名古屋ステーションクリニック
名古屋市中村区名駅4－6－17
　　名古屋ビルディング8階

(０５２)５５１–６６６３ ◦ ◦ ◦

名古屋東栄クリニック 名古屋市中区栄2－11－25 (０５２)２０１–１１１１ ◦ ◦

スカイル内科
　　スカイル健康管理センター

名古屋市中区栄3－4－5
　　栄（スカイル）ビル11階

(052)734–2200
順秀会予約専用

◦ ◦ ◦

エルズメディケア名古屋
　　　　(女性専用)

名古屋市中区栄2－1－1
　　日土地名古屋ビル3Ｆ

(０５２)７３７–６５００ ◦ ◦

名古屋臨床検査センター 名古屋市昭和区滝子町3－2 (０５２)８７１–２７２６ ◦ ◦

メドック健康クリニック 名古屋市昭和区安田通4－3 (０５２)７５２–１１２５ ◦ ◦

臨港病院健康管理センター 名古屋市港区名港2－9－43 (０５２)６５９–２２２１ ◦ ◦

守山内科
　　守山健康管理センター

名古屋市守山区新守山901番地
(052)734–2200
順秀会予約専用

◦ ◦ ◦

さとう乳腺内科
　　　　健診クリニック

名古屋市名東区一社2丁目8
　　オオタ一社ビル3F

(052)702–1480 ◦ ◦ ◦

岡崎市医師会
　　はるさき健診センター

岡崎市針崎町字春咲1－3 (０５６４)５２–１５７０ ◦ ◦ ◦

山下病院健診センター 一宮市中町1－3－5 (０５８６)４６–１５２０ ◦ ◦

一宮西病院健診センター 一宮市開明字平１ (０５８６)４８–００８８ ◦ ◦ ◦

瀬戸健康管理センター 瀬戸市共栄通1－48 (０５６１)８２–６１９４ ◦ ◦

半田市医師会
　　　　健康管理センター

半田市神田町1－1 (０５６９)２７–７８８７ ◦ ◦ ◦

豊田地域医療センター 豊田市西山町3－30－1 (０５６５)３４–３００３ ◦ ◦

西尾市医師会
　　　　健康管理センター

西尾市熊味町小松島32
　　西尾市保健センター3Ｆ

(０５６３)５７–１４５１
NPOあいち

で対応
◦

日進おりど病院
　予防医学推進・研究センター

日進市折戸町西田面110 (０５６１)７３–３０３０ ◦ ◦ ◦

中京サテライトクリニック 豊明市沓掛町石畑180－1 (０５６２)９３–８２２２ ◦ ◦ ◦

豊橋市民病院
　　　　予防医療センター

豊橋市青竹町字八間西50 (０５３２)３３–６２７１
(注)特定健診
の実施なし｡

◦

①受診される場合は､医療機関に､直接お申し込みください。
②受診時には､必ず､｢被保険者証(保険証)｣と｢特定健康診査受診券(40歳以上の方)｣を医療機関窓口にお出しください｡
③｢特定検診｣､｢生活習慣病健診｣､｢人間ドック｣から､1つ選択して受診ください(助成を受けられるのは年度中1回のみです｡)｡
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医
療
保
険
制
度
等
の
改
正

医
療
保
険
制
度
等
の
改
正

　

｢

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能

な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る

た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部

改
正
法
」
は
、
二
月
十
日
閣
議

決
定
の
後
、
国
会
提
出
の
上
衆

参
両
院
で
の
審
議
を
経
て
、
五

月
十
二
日
の
参
院
本
会
議
で
可

決
成
立
し
ま
し
た
。
改
正
法
は
、

五
月
十
九
日
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

　

国
保
の
関
係
の
主
な
改
正
内

容
を
み
ま
す
と
、

　

一
つ
は
、
「
こ
ど
も
・
子
育

て
支
援
の
拡
充
」
と
し
て

①
「
出
産
育
児
一
時
金
」
の
支

給
額
が
、
五
年
四
月
か
ら
、
４

２
万
円
か
ら
５
０
万
円
へ
と
８

万
円
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
六
年
度
か
ら

七
五
歳
以
上
の
高
齢
者
が
一

時
金
の
７
％
（
六
～
七
年
度
は

一
時
金
の
１
／
２
に
軽
減
）
を

「
出
産
育
児
支
援
金
」
と
し
て

負
担
す
る
仕
組
み
が
新
た
に
設

け
ら
れ
ま
す
。

②
市
町
村
国
保
に
お
い
て
は
、

出
産
す
る
被
保
険
者
（
女
性
）

に
つ
い
て
、
産
前
産
後
期
間
相

当
分
の
保
険
料
を
免
除
し
、
免

除
費
用
を
公
費
で
賄
う
制
度
が

六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ

ま
す
。

　

国
保
組
合
も
、
同
様
な
保
険

料
軽
減
措
置
を
行
う
こ
と
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
軽
減
措
置
を

行
っ
た
場
合
の
国
の
財
政
支
援

の
詳
細
や
事
務
処
理
等
の
指
示

は
、
追
っ
て
行
わ
れ
る
予
定
の

た
め
、
確
定
次
第
お
知
ら
せ
い

た
し
ま
す
。

　

二
つ
に
は
、
「
高
齢
者
医
療

制
度
の
見
直
し
」
で
、

①
「
後
期
高
齢
者
一
人
当
た
り

保
険
料
」
と
「
現
役
世
代
の
一

人
当
た
り
の
後
期
高
齢
者
支
援

金
」
の
伸
び
率
が
同
じ
に
な
る

よ
う
見
直
さ
れ
ま
す
。
施
行
は
、

六
年
四
月
一
日
。

②
「
高
齢
者
負
担
率
の
見
直

し
」
で
は
、
低
所
得
者
に
制
度

改
正
の
影
響
が
生
じ
な
い
よ
う

に
配
慮
す
る
た
め
、
増
価
す

る
保
険
料
は
応
能
負
担
（
賦
課

限
度
額
と
所
得
割
比
率
の
引
上

げ
）
で
賄
う
ほ
か
、
応
能
負
担

の
引
上
げ
で
急
激
な
負
担
増
に

な
ら
な
い
よ
う
、
激
変
緩
和
措

置
も
講
じ
ら
れ
ま
す
。

使
い
ま
し
ょ
う
！

使
い
ま
し
ょ
う
！

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

～
新
し
い
被
保
険
者
証
は

～
新
し
い
被
保
険
者
証
は

８
月
中
に
交
付
し
ま
す
～

８
月
中
に
交
付
し
ま
す
～

で
で
最
高
の
割
合
と
な
り
ま
し

た
。

　

ご
自
身
の
医
療
費
を
節
減
す

る
た
め
に
、
是
非
、
「
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
」
を
使
用
し
ま

し
ょ
う
。

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
使

用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
三
百
円

以
上
医
療
費
負
担
が
安
く
な
る

方
に
は
、
組
合
か
ら
ハ
ガ
キ
で

お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

　

㊟
お
知
ら
せ
の
内
容
は
、｢

別

掲
」
の
と
お
り
で
す
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は
…

　

新
薬
（
先
発
医
薬
品
）
の
特

許
期
間
が
切
れ
た
後
に
製
造
・

販
売
さ
れ
る
後
発
医
薬
品
の
こ

と
で
す
。
同
じ
有
効
成
分
、
同

等
の
効
能
・
効
果
を
も
ち
な
が

ら
、
新
薬
よ
り
少
な
い
コ
ス
ト

で
研
究
・
開
発
で
き
る
た
め
、

価
格
が
安
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

本
年
三
月
診
療
月
に
お
け
る

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使
用

割
合
（
数
量
シ
ェ
ア
）
は
、
八

二
・
七
六
％
（
前
年
三
月
は
八

一
・
三
一
％
）
と
な
り
、
今
ま

・�

現
在
使
用
し
て
い
る
「
う
ぐ
い

す
色
（
黄
緑
色
）
の
被
保
険
者

証
」
の
有
効
期
限
は
、
本
年
八

月
三
十
一
日
（
木
）
ま
で
で
す
。

・�

新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
ク

リ
ー
ム
色
（
薄
黄
色
）
で
、
八

月
中
に
各
業
態
組
合
を
経
由
し

て
交
付
い
た
し
ま
す
。

・�

新
し
い
被
保
険
者
証
の
有
効

期
間
は
、
本
年
八
月
一
日

（
火
）
か
ら
二
年
で
す
。

・�

個
人
を
特
定
す
る
た
め
に
記

号
番
号
の
最
後
尾
に
二
桁
の

枝
番
が
入
っ
て
い
ま
す
。

・�｢

旧
被
保
険
者
証
（
う
ぐ
い
す

色
）
」
は
、
個
人
情
報
が
漏

れ
な
い
よ
う
廃
棄
処
分
し
て

く
だ
さ
い
。

別 掲

8

№380　令和 5年 7月 1日


